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〔第一問〕問３
　問３
　�　次の【資料】に基づき、内国法人であるＰ社（資本金10,000,000円。
年１回３月末決算法人。設立以来毎期継続して青色申告書を提出。）
の当期（令和７年４月１日～令和８年３月31日）の課税所得の算出
における未処理欠損金及び資産の譲渡損失に係る課税上の取扱いに
ついて、その法的な理由も含めて答えなさい。
　【資料】
　①�　Ｐ社は、令和３年４月１日に設立された法人であり、Ｐ社株式
は、同日から継続して個人甲が100％保有している。

　②�　内国法人であるＳ社（年１回３月末決算法人。設立以来毎期継
続して青色申告書を提出。）は、個人乙（個人甲との間に親族関
係はない。）の全額出資により令和元年７月１日に設立されたが、
個人乙が令和３年７月１日にその保有するＳ社株式の全部をＰ社
に譲渡したことにより、Ｓ社株式は、同日から継続してＰ社が
100％保有することとなった。なお、令和３年３月31日時点でＳ
社の保有する資産又は負債について時価評価は行われていない。

　③�　Ｐ社は、令和７年４月１日を効力発生日として、Ｓ社を被合併
法人とする合併を行うこととした。なお、当該合併に際して、合
併対価の交付は行われていない。当該合併の直前においてＰ社と
Ｓ社の事業規模には大きな開きがあり、また、当該合併を機にＳ
社の役員はいずれも退任することから、共同で事業を行うための
合併には該当しない。

　④�　Ｓ社の設立第１期（令和元年７月１日～令和２年３月31日）は
欠損であり、その後のＳ社の各事業年度の所得金額の計算におい
て控除できていない当該設立第１期の未処理欠損金額が
100,000,000円ある。なお、Ｐ社は、設立以来、有所得である。

●直前予想答練　第１回〔第一問〕問１
　問１
　�　不動産賃貸業を営む内国法人であるＶ株式会社（青色申告書を提
出する年１回３月末決算法人。清算中の法人ではない。以下「Ｖ社」
という。）は、当期（令和７年４月１日～ 令和８年３月31日）中に、
さらなる事業拡大のため、以下の【事実関係】に掲げるとおり、Ｖ 
社を合併法人とし、内国法人Ｗ株式会社（青色申告書を提出する年
１回３月末決算法人。清算中の法人ではない。以下「Ｗ社」という。）
及び内国法人Ｘ株式会社（青色申告書を提出する年１回３月末決算
法人。清算中の法人ではない。以下「Ｘ社」という。） をそれぞれ
被合併法人とする合併を行った。

　 【事実関係】
　　⑴　Ｖ社について
　　　①�　Ｖ社は数十年前の設立以来、その発行済株式のすべてを個

人甲氏のみが所有しており、今後も変更される予定はない。
　　　②�　Ｖ社の代表取締役は甲氏であり、その他数名の取締役がい

るが甲氏と特殊な関係はない。
　　　③�　Ｖ社の資本金の額は50 ,000 , 000円、資本金等の額は

60,000,000円である。
　　　④�　Ｖ社のここ数年の所得金額又は欠損金額は次のとおりであ

る。なお、令和４年３月期以前は黒字決算であった。
　　　　イ　令和４年４月１日～令和５年３月31日� △ 30,000,000円
　　　　ロ　令和５年４月１日～令和６年３月31日� △   5,000,000円
　　　　ハ　令和６年４月１日～令和７年３月31日� 4,000,000円
� （欠損金控除前所得金額）
　　⑵　Ｗ社について
　　　①�　Ｗ社は数十年前の設立以来、その発行済株式のすべてを個

人乙氏のみが所有していたが、令和６年２月にＶ社が乙氏よ
りＷ社株式のすべてを取得し、以後合併まで継続して保有し
ていた。

　　　②�　Ｗ社の代表取締役は上記①により乙氏から甲氏に変更さ
れ、乙氏は取締役を辞任している。また、Ｗ社の役員は甲氏
のみである。

　　　③�　Ｗ社の資本金の額は10 ,000 , 000円、資本金等の額は
20,000,000円である。

　　　④�　令和７年７月１日をもって、Ｗ社はＶ社に吸収合併された。
当該合併は適格合併に該当する。なお、当該合併はいわゆる
無対価合併に該当し、Ｗ社の株主に対して株式は交付されな
い。また、当該合併に際しては、Ｗ社の従業者の全員が引き
続きＶ社において就業し、Ｗ社の事業はＶ社において引き続
き営まれている。

　　　⑤�　Ｗ社においては近年欠損金が生じており、その欠損金の額
（いずれも青色欠損金）は次のとおりてある。なお、平成31
年３月期以前は黒字決算であった。

　　　　イ　平成31年４月１日～令和２年３月31日� △    700,000円
　　　　ロ　令和２年４月１日～令和３年３月31日� △ 1,000,000円
　　　　ハ　令和３年４月１日～令和４年３月31日� △ 3,000,000円
　　　　ニ　令和４年４月１日～令和５年３月31日� △    500,000円
　　　　ホ　令和５年４月１日～令和６年３月31日� △ 2,000,000円
　　　　ヘ　令和６年４月１日～令和７年３月31日� △ 4,000,000円

〔第一問〕問３
　�　資産の譲渡損失に係る課税上の取扱いについて、その法的理由も
含めて答えなさい。

　⑤�　Ｓ社は、土地を令和２年７月１日に50,000,000円で取得したが、
周辺商業施設の撤退等もあり、当該土地の時価は次のとおり値下
がりしていた。Ｓ社は当該土地を継続保有し、評価換えもしてい
なかったが、合併により当該土地を引き継いだＰ社は、令和８年
３月１日に時価相当額によりＰ社とは資本関係のない第三者に売
却した。
日付 令和3年4月1日 令和3年7月1日 令和7年4月1日 令和8年3月1日
時価 35,000,000円 35,000,000円 32,000,000円 30,000,000円

●実力完成答練　第６回〔第一問〕問１
　⑷�　Ｃ社株式はＢ社が平成21年に株式市場から購入した上場株式で
あり、売買目的有価証券以外の有価証券に区分されていた。

　　�　Ａ社に分配されたＣ社株式のＢ社における取得価額は
11,000,000円であったが、その後市場価額が大きく下落し、令和
４年４月１日時点の市場価額は7,300,000円、Ａ社が売却した時の
市場価額は6,300,000円であった。

　設問２�　Ａ社が計上した売却損について適用が想定される規定を簡
潔に説明しなさい。

　　　　�　なお、用語の意義及び有価証券の誤渡損益の原則について
は説明不要とする。



〔第一問〕問２
　⑵�　一般社団法人であるＧ協会（年１回３月末決算法人。法人税法
第２条第９号の２に規定する非営利型法人には該当しない。）は、
出版業を営んでいるが、当期（令和７年４月１日～令和８年３月
31日）において得意先である作家を慰安するために旅行に招待し、
その旅行費用（接待飲食費はない。）として2,000,000円を支出し、
当期の決算において同領を費用計上した。この場合において、Ｇ
協会の当期における当該旅行費用に係る交際費等の課税上の取扱
いについて、その法的な理由も含めて答えなさい。

●直前予想答練　第１回〔第一問〕問２
　問２
　　内国法人の支出する費用に関し、次の問に答えなさい。
　１．法人税法第22条第３項には次のように規定されている。
　内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上当該事業年度の損
金の額に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、次に
掲げる額とする。
一�　当該事業年度の収益に係る売上原価、完成工事原価その他こ
れらに準ずる原価の額

二�　前号に掲げるもののほか、当該事業年度の販売費、一般管理
費その他の費用（償却費以外の費用で当該事業年度終了の日ま
でに債務の確定しないものを除く。）の額

三�　当該事業年度の損失の額で資本等取引以外の取引に係るもの
　　�　このうち、第二号に「償却費以外の費用で当該事業年度終了の
日までに債務の確定しないものを除く。」とあるが、この債務の
確定に関する３つの要件について説明しなさい。

　２�．租税特別措置法第61条の４に規定する、接待飲食費の意義及び
交際費等の意義について述べなさい。

　３�．次の【資料】に基づき、内国法人であるＡ株式会社（期末資本
金３億円の年１回３月末決算法人。清算中の法人ではない。以下
「Ａ社」という。）の当期（令和７年４月１日～令和８年３月31日）
における下記⑴〜⑷の費用が当期の交際費等及び接待飲食費に該
当ずるか否か答えなさい。なお、該当しない場合には、その理由
も答えなさい。

　　�　資料に記載された内容以外の事項については考慮する必要はな
く、帳簿書類への記載事項や保存等については適切に行われてい
るものとする。

〔第二問〕【資料２】
　⑸�　機械装置Ｄ（倉庫業用設備に該当）は、令和７年３月に事業の
用に供された労働環境の改善に資する無人配送機器であり、租税
特別措置法第42条の６第１項に規定する特定機械装置等に該当す
る。当社は、同項の規定の適用に代えて同法第52条の３に規定す
る特別償却準備金として13,000,000円（積立限度超過額400,000円
を含む。）を前期の決算において損金経理の方法により積み立て
ており、当期末において同額が計上されたままである。なお、機
械装置Ｂとは設備の種類が異なり、類似するものではない。

●直前予想答練　第２回〔第二問〕問１
　②�　工具は、租税特別措置法第42条の６《中小企業者等が機械等を
取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除》に規定する特
定機械装置等に該当するものであり、前期において準備金方式に
よる特別償却の適用を受けている。

　　　前期における経理処理は次のとおりである。
　　（借）繰越利益剰余金　210,000円　（貸）特別償却準備金　210,000円
　③�　甲社は、前期において特別償却準備金の不足額を繰り越すため
の適正な手続きを行うとともに、当期において次の経理処理を
行っている。

　　（借）繰越利益剰余金　690,000円　（貸）特別償却準備金　690,000円
　　　なお、当期においては上記②に係る処理は一切行っていない。
　④�　当期の令和７年10月22日に、工具につき一部改良を行い、資本
的支出となるべき支出として160,000円を支出し、修繕費として
経理している。

　⑤�　当期において、工具の減価償却費として1,200,000円を計上して
いる。

〔第二問〕【資料２】
　【資料２】災害に関する資料
　⑴�　当社は、令和６年５月の火災により次の資産が滅失したものの、
前期中にこれらの損失に係る保険金額が確定しなかったため、次
の資産の被災直前の帳簿価額を災害未決算として、他に要するこ
ととなった滅失経費とともに仮払経理した。当期に次の保険金額
が確定し、支払を受けたため、当該保険金額を収益計上するとと
もに、災害未決算を全額取り崩して捐金経理した。
滅失資産 被災直前帳簿価額 保険金額 備考

建物Ａ 28,600,000円 50,000,000円 食品加工用の工場で金属
造の建物に該当する。

機械装置Ｂ 12,986,000円 25,000,000円 食料品製造業用設備に該
当する。

　⑵　⑴の滅失経費は次のとおりである。
　　　①　建物Ａの撤去贅用　　　5,000,000円
　　　②　機械装置Ｂの撤去費用　   300,000円
　　　③　焼け跡の整理翌用　　　2.265.000円
　⑶�　前期において建設又は取得し、事業の用に供した代替資産及び
当該代替資産につき当期において損金経理した減価償却費等につ
いては、次のとおりである。

代替資産 取得価額 期首帳簿価額 当期償却額 期末帳簿価額 法定耐
用年数

建物Ｃ 60,000,000円 59,470,000円 3,180,000円 56,290,000円 19年
機械装置Ｄ 42,000,000円 41,415,500円 7,000,000円 34,415,500円 12年

●実力完成答練　第２回〔第二問〕【資料２】
　【資料２】　保険金収入に関する事項
 　�　前期に火災により工場Ａ（被災直前の帳簿価額は15,000,000円で
あり、繰越償却超過額が2,000,000円あった。）が滅失したことによ
り保険金60,000,000円を収入した。この火災により支出した経費は
焼跡整理費2,200,000円、新聞謝罪広告費1,050,000円及びけが人見
舞金1,800,000円であり、前期において雑損失として計上している。

 　�　甲社は、前期に威失資産に代替する固定資産の取得ができなかっ
たため、前期末において損金経理により特別勘定40,800,000円（税
務上の適正額）を繰り入れていたが、当期の10月25日に代替資産
として工場Ｂを40,000,000円で取得したため、直ちに事業供用する
とともに、前期に繰り入れた特別勘定のうち28,000,000円を取り崩
し、当期の収益に計上した。

 　　工場Ｂの詳細は以下のとおりである。
種類等 取得価額 期末帳簿価額 事業供用年月日 耐用年数
工場Ｂ 40,000,000円 9,160,000円 令和7年10月25日 24年

　　（注１）� 工場Ｂの取得に伴い不動産取得税（【資料７】⑵参照）
を納付し、租税公課として経理している。また、当期に損
金経理により圧縮損30,000,000円及び滅価償却費840,000円
を計上している。

　　（注２）� 甲社は減価債却資産の償却方法につき、設立以来選定及
び届出は行っていない。

　　（注３）� 平成24年４月１日以後に取得された減価償却資産の償却
率表等は、次のとおりである。

耐用年数 24年
定額法の償却率 0.042

定
率
法

償却率 0.083
改定償却率 0.084
保証率 0.02969



〔第二問〕【資料３】
　【資料３】　交換に関する資料
　⑴�　当社は、新製品の製造ラインを拡大するため、令和７年６月に
甲社の有する土地Ｅ及びその上に存する建物Ｆ（次の表の交換取
得資産） と、当社の有する土地Ｇ、その上に存する建物Ｈ及び交
換差金となる現金（次の表の交換譲渡資産）を交換した。

　　�　なお、これらの資産はいずれも当社及び甲社において１年以上
有していたものであり、交換のために取得したものではない。

交換取得資産 交換譲渡資産
種類 土地Ｅ 建物Ｆ 土地Ｇ 建物Ｈ 現金

交換時の
時価 68,800,000円 15,200,000円 65,000,000円 16,000,000円 3,000,000円

交換直前
帳簿価額 73,000,000円   9,425,335円 32,000,000円   9,000,000円

　⑵�　当社は、取得した土地Ｅを譲渡した土地Ｇの譲渡直前の用途と
同一の用途に供している。

　⑶�　当社は、交換における購入手数料1,008,000円（うち土地Ｅに係
るもの825,600円、建物Ｆに係るもの182,400円）及び仲介手数料
972,000円（うち土地Ｇに係るもの780,000円、建物Ｈに係るもの
192,000円）を不動産業者に支払い、当期の費用として損金経埋
した。

　⑷�　建物Ｆ （金属造・法定耐用年数31年）は、甲社において14年間
使用された工場であり、当社は、建物Ｆを取得後、直ちに改修工
事を行い、令和８年１月より工場用建物として事業の用に供して
いる。なお、改修工事に要した費用7,000,000円については当期の
修繕費として損金経理した。

　⑸�　当社は、建物Ｈ（鉄筋コンクリート造・法定耐用年数47年）を
居住用の社宅として事業の用に供していた。

　⑹�　当社は、交換取得資産の時価の合計額から、交換譲渡資産であ
る土地Ｇ及び建物Ｈの交換直前帳簿価格の合計額を控除した金額
を固定資産売却益として収益計上するとともに、交換差金として
交付した現金3,000,000円については当期の費用として損金経理し
た。

　⑺�　当社は、土地Ｅにつき．36,800,0000円、建物Fにつき6,000,000
円を固定資産圧縮損として損金経理により当期においてそれぞれ
帳簿価額から減額した。

　⑻�　当社は、建物Fの減価償却費として1.800,000円を当期において
損金経理した。なお、建物Ｆの再取得価額は55,000,000円であり、
当社において事業の用に供した時以後の使用可能期間を見積もる
ことは困難である。

●実力完成答練　第５回〔第二問〕【資料２】
　【資料２】交換に関する事項
 　⑴�　甲社は令和７年12月に、数年前から所有し事業供用していた

土地Ａ及び建物Ｂと、甲社と資本関係のない内国法人Ｃ社が数
年前から所有し事業供用していた土地Ｄ及び建物Ｅとを交換し
た。これらに関する資料は次のとおりであるが、甲社は取得し
た土地Ｄ及び建物Ｅの取得価額について土地Ａ及び建物Ｂの帳
簿価額をそのまま付し、交換取得差金を収益計上している。

 　　�　なお、当該試渡のために要した経費3,600,000円については費
用計上しており、この交換により取得した土地Ｄ及び建物Ｅは
当期の２月からいずれも交換直前の用途と同一の用途に供して
いる。

交換譲渡資産 交換取得資産
区　分 交換直前の簿価 交換時の時価 区　分 交換時の時価
土地Ａ 37,500,000円 62,500,000円 土地Ｄ 66,000,000円
建物Ｂ 18,000,000円 27,500,000円 建物Ｅ 23,000,000円

現　金 1,000,000円
計 55,500,000円 90,000,000円 計 90,000,000円

 　⑵�　建物Ｅの耐用年数は37年（償却率0.028）で、当期に損金経理
した債却費は500,000円である。

〔第二問〕【資料４】
　【資料４】租税公課等に関する資料
　⑴�　前期の決算は赤字であったため、前期の確定申告において住民
税の納付見込額52,500円を未払法人税等として費用計上し、当期
に同額を納付して当該未払法人税等を全額取り崩した。

　⑵�　当期中に還付された所得税額等824,865円については、雑収入
として収益計上した。

　⑶�　前期の中間申告により納付し、仮払金経理した法人税、地方法
人税、住民税及び事業税のうち、還付見込額7,924,500円について
は、前期の決算において未収法人税等に振り替えた。当期におい
て同額が入金され、当該未収法人税等を全額消却した。内訳は、
法人税及び地方法人税5,101,900円、住民税430,900円、事業税
2,391,700円である。なお、当該還付にかかる還付加算金について
は適正に処理している。

　⑷�　前期の確定申告書の提出と同時に提出した欠損金の繰戻しによ
る還付請求書に基づき、当期において法人税及び地方法人税
1,282,499円が還付され、雑収入として収益計上した。

　⑸�　当期の確定申告により納付することとなる法人税、地方法人税、
住民税及び事業税の納付見込額13,736,700円については、未払法
人税等として費用計上した。

●実力完成答練　第５回〔第二問〕【資料１】
　【資料１】欠損金及び租税公課に関する事項
 　⑴�　前期において生じた末処理欠損金額が90,000,000円ある。なお、

前々期の申告では所得金額が生じていたが、当期においては黒
字となる見込みであったため、法80条《欠損金の繰戻しによる
還付》の規定は適用しなかった。

 　⑵　末収入金勘定の総勘定元帳は、次のとおりである。
 　　①　前　期� （単位：円）
年月日 相手勘定 摘　要 借　方 貸　方 残　高
６.４.１ 前期繰越 0
７.３.31 法人税等 中間申告分の法人税 8,500,000 8,500,000
７.３.31 法人税等 中間申告分の住民税 2,000,000 10,500,000
７.３.31 法人税等 中間申告分の事業税 3,500,000 14,000,000

 　　②　当　期� （単位：円）
年月日 相手勘定 摘　要 借　方 貸　方 残　高
６.４.１ 前期繰越 14,000,000
７.６.20 現金預金 前期中間申告分の還付税額 14,000,000 0

 　⑶　当期の末払法人税等勘定の総勘定元帳は、次のとおりである。
（単位：円）

年月日 相手勘定 摘　要 借　方 貸　方 残　高
７.４.１ 前期繰越 0
８.３.31 法人税等 当期確定申告分の法人税 18,000,000 18,000,000
８.３.31 法人税等 当期確定申告分の住民税 2,500,000 20,500,000
８.３.31 法人税等 当期確定申告分の事業税 3,000,000 23,000,000

 　⑷�　当期の確疋申告分として納付すべき税額は、それぞれ下記の
とおりである。

 　　①　法人税　18,300,000円
 　　②　住民税　 2,800,000円
 　　③　事業税　 3,200,000円



〔第二問〕【資料５】
　【資料５】株主・役員・給与に関する資料
　⑴�　当社の当期における株主、役員及び役員と特殊関係にある使用
人並びにそれらの株式保有数は次のとおりである。
氏名 役職名 続柄 株式保有数
Ｉ氏 代表取締役社長 ― 4,000株
Ｊ氏 常務取締役 ― 3,000株
Ｋ氏 取締役経理部長 Ｉ氏の配偶者 500株
Ｌ氏 取締役工場長 Ｊ氏の長男 500株
Ｍ氏 監査役 Ｉ氏の友人 2,000株
Ｎ氏 アルバイト Ｉ氏の長男 ―
合計 ― ― 10,000株

　⑵�　当社が当期の給与として損金経理した金額は、次のとおりであ
る。
氏名 役員定期給与 役員賞与 使用人給与 使用人賞与
Ｉ氏 18,000,000円 5,000,000円 ― ―
Ｊ氏 15,600,000円 3,500,000円 ― ―
Ｋ氏 8,400,000円 ― 6,000,000円 2,000,000円
Ｌ氏 3,960,000円 ― 7,200,000円 2,500,000円
Ｍ氏 2,760,000円 ― ― ―
Ｎ氏 ― ― 2,520,000円 ―

その他の
使用人 ― ― 361,600,000円 63,000,000円

　⑶�　当社は、定款において役員給与に対する１事業年度における総
支給限度額を定めており、取締役については55,000,000円、監査
役については3,000,000円を限度とし、これらの中には使用人兼務
役員の使用人分については含まれないこととしている。また、役
員定期給与は、毎月20日に同額を支給した金額の合計額であり、
役員定期給与及び役員賞与として支給した金額は、Ｍ氏を除き税
務上の適正額（以下「適正額」という。）と認められる。

●直前対策補助問題　第１回【資料３】
　【資料３】
 　⑴�　当社の当期における株主及び役員等並びに役員給与等の支給

状況は次のとおりである。

氏名及び役職名 続柄 持株数
給与等支給額

使用人職務分 役員分
給与 給与 賞与

Ｅ氏
代表取締役 ― 3,200株 ― 24,000,000円 ―

Ｆ氏
会長 Ｅ氏の父 200株 ― 6,000,000円 ―

Ｇ氏
専務取締役 ― 2,000株 ― 15,000,000円 3,000,000円

Ｈ氏
取締役営業部長 Ｅ氏の子 300株 6,000,000円 2,400,000円 ―

Ｉ氏
経理部長 Ｆ氏の妻 300株 6,000,000円 ― ―

合　　計 6,000株 12,000,000円 47,400,000円 3,000,000円

 　⑵�　Ｆ氏及びＩ氏は、いずれも当社の取締役会に出席し、重要な
意思決定に関わるなど、当社の経営に従事している。

 　⑶�　Ｈ氏及びＩ氏は部長として常時使用人職務に従事している。
 　⑷�　上記表中の役員分の給与はすべて毎月定額（Ｅ氏： 2,000,000

円、Ｆ氏：500,000円、Ｇ氏：1,250,000円、Ｈ氏：200,000円）で
あり、令和７年５月28日に開催された定時株主総会において前
年度の定時株主総会（令和６年５月27日開催）に対し同額改定
を行っている。

 　⑸�　上記表中の使用人職務分の給与はすべて毎月定額（Ｈ氏及び
Ｉ氏：500,000円）であり、他の類似する職務に就く使用人（部
長職） の月額給与と同額である。

 　⑹�　Ｇ氏に対する役員分賞与については、令和７年５月28日に開
催された定時株主総会においてその支給が決議されており、令
和７年６月30日に所轄税務署長に対し事前確定届出給与に関す
る届出を提出し、その届出どおり支給している。

 　⑺�　当社は定款において一事業年度当たりの取締役報酬の支給限
度額を40,000,000円と定めている。なお、当該支給限度額には使
用人兼務役員の使用人分給与は含んでいない。

 　⑻�　上記役員等に対する給与等につき、その職務の内容等から相
当な金額は次のとおりである。

 　　①　Ｅ氏　24,000,000円
 　　②　Ｆ氏　 4,000,000円
 　　③　Ｇ氏　18,000,000円
 　　④　Ｈ氏　 8,000,000円
 　　⑤　Ｉ氏　 6,000,000円

〔第二問〕【資料５】
　⑷�　役員賞与について、法定期限内に提出した事前確定届出給与に
関する届出書に記載された者はＩ氏及びＪ氏のみであり、そこに
記載された届出額と実際の支給額は次のとおりである。

支給日
Ｉ氏 Ｊ氏

届出額 支給額 届出額 支給額
令和７年８月15日 2,000,000円 2,000,000円 1,500,000円 1,500,000円
令和７年11月８日 3,000,000円 3,000,000円 1,500,000円 2,000,000円

●実力完成答練　第３回〔第二問〕【資料５】
　⑷�　ｄ氏に対しては、令和７年５月26日から令和８年５月25日まで
の職務執行期間の対価として、令和７年６月25日と令和７年12月
15日に各500,000円ずつ支給することとし、事前確定届出給与に
関する届出書を適法に提出している。

　　�　なお、甲社では、令和７年６月25日は届出額を支給したが、令
和７年12月15日には600,000円を支給した。

〔第二問〕【資料５】
Ｎ氏 アルバイト Ｉ氏の長男 ―

　⑺�　Ｎ氏はアルバイトであり、Ｎ氏と同様の業務に従事している他
のアルバイトの給与と比較した場合の適正額は600,000円である。

●実力完成答練　第３回〔第二問〕【資料５】
　⑹�　上記のほか、ａ氏の長男であるｅ氏（甲社の人事部長であり、
甲社の経営に従事していない。）に対して、各月800,000円の給与
（年9,600,000円）と年２回の賞与（各900,000円）を支給しているが、
ｅ氏の職務内容からした相当額は8,400,000円である。

〔第二問〕【資料５】
　⑻�　その他の使用人に係る使用人賞与のうち、13,300,000円につい
ては未払経理した決算賞与が含まれている。当社の就業規則に決
算賞与を支給する定めはないが、今期は業績が大幅に回復したこ
とから支給することとした。この決算賞与については、令和８年
３月末日に支給者全員に通知して、翌月10日に通知者全員に支給
した。なお、同規則において賞与の支給対象者は、支給日に在籍
した者に限る旨の規定が設けられている。

●実力完成答練　第６回〔第二問〕【資料３】
　【資料３】その他費用に関する事項
 　１�．甲社では毎年６月及び12月に使用人に対して賞与を支給して

いるが、当期はさらに決算賞与を支給することとした。そこで
当期の３月に全使用人に対して各人別に支給額を通知し、通知
どおりに令和８年４月15日に決算賞与（支給総額5,000,000円）
を全使用人に支給した。この賞与については当期の３月末にお
いて末払金として損金経理している。



〔第二問〕【資料６】
　【資料６】中小企業向け賃上げ促進税制に関する資料
　⑴�　使用人は全て国内の事業所に勤務する雇用者であり、使用人給
与及び使用人賞与は全て賃金台帳に記載されている。

　⑵�　当期の扉用安定助成金額は950,000円（前期は450,000円）であり、
キャリアアップ助成金（給与等を補填するもの）は2,700,000円で
あった。

　⑶�　当期における教育訓練費の損金算入額は3,500,000円（前期は
3,000,000円）であり、これらの金額は、全てその他の使用人に対
するものである。

　⑷�　当社は、当期において次世代育成支援対策推進法第13条の認定
（くるみん認定）を受けている。

　⑸�　比較雇用者給与等支給額（雇用安定助成金額控除前）は、
400,000,000円である。

　⑹�　当社の当期の調整前法人税額（別表ー各事業年度の所得に係る
申告書の⑵の欄の金額）は、10,641,472円である。

●全国公開模試〔第二問〕問２
　問２
　�　Ｘ社は、毎期青色申告書を提出する資本金額５千万円の内国法人
である株式会社（従業員数は常時300人以下、株主はすべて個人）
である。当期（令和７年４月１日～令和８年３月31日）の確定申告
にあたり、租税特別措置法第42条の12の５に規定する給与等の支給
額が増加した場合の法人税額の特別控除の適用を受けることとする
が、次の【資料】に基づき、別表６（24）《給与等の支給額が増加し
た場合の法人税額の特別控除に関する明細書》の一部を答案用紙に
従い記載しなさい。

　�　なお、制度の適用にあたり必要な書類の提出等は適法に行われる
ものとし、問題に記載された内容以外の事項については考慮する必
要はない。また、複数の処理方法が考えられる場合には、Ｘ社にとっ
て最も有利な方法により計算すること。

 【資料】
　⑴�　前期（令和６年４月１日～令和７年３月31日）及び当期の国内
雇用者に対する給与等の支給額及び教育訓練費の額は次のとおり
である。

給与等支給額 教育訓練費の額
前期 1,200,000,000円 0円
当期 1,290,000,000円 738,000円

　⑵�　前期において生じた繰越税額控除限度超過額3,000,000円につい
ては、当期に繰り越す適正な手続きを行っている。

　⑶�　Ｘ社は当期末において次世代育成支援対策推進法に規定する特
例認定一般事業主に該当する（いわゆるプラチナくるみん認定を
受けている。）。

　⑷�　当期の給与等支給額には、使用人に対する決算賞与で当期にお
いて未払金経理している金額60,000,000円が含まれている。なお、
この賞与は、令和８年３月下旬に支給額を各人別に、支給を受け
るすべての使用人に通知し、同年５月２日に通知したすべての使
用人に支払っている。

　⑸�　当期の教育訓練費の額には令和８年３月分の教育訓練に係る費
用で、当期において未払金経理している金額138,000円が含まれ
ている。

　⑹�　当期の調整前法人税額は100,000,000円であるものとする。


